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新設（５条１項） 

                              
 

                             
用面での対策を講じる必要があります。 
例えば、①駐車場の利用を制限する、②荷さばき作業時に、不必要な音を出さないように作業

員への指導を徹底する、③静かなドア開閉やアイドリングストップなどの励行、④暴露する音の

音量を極力下げる、⑤問題となりやすい時間帯になるべく機器の運転を控える、⑥定期的に機器

のメンテナンスを行う、⑦大きな音が出そうな時間帯についてあらかじめ周辺住民に十分に周知

する、⑧日ごろから周辺地域との良好なコミュニケーションを構築する、⑨区市町村、自治会、

マンションの管理組合などから適切なアドバイスを受けられるようにするなどの活動を促進し

ていくことも有効な対策となります。 
・ 施設の計画にあたり、環境アセスメントなどの際に配慮した事項があれば、必要に応じ記載して

ください。 
（その他） 
・ 再開発や建替えなど経緯がある場合は、適宜、立地環境などに計画概要等を記載してください。 
・ 区市境や都県境などの場合は、図面に明確に示してください。 
・ 店舗の名称、住居表示、未定であった小売業者は確定後速やかに６条１項の届出をお願いします。 
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２ 新設（法５条１項）の届出 

 

ア 届出にあたって 

・ 店舗を新設する場合は、開発許可、建築確認、道路管理者との協議、路外駐車場の届出など立地

法以外の手続きが必要な場合があります。届出にあたっては指針の趣旨と内容を十分踏まえ、こ

れらの手続きと併行しながら、計画を進めてください。 
・ 特に、駐車場や設備等の配置などは設計段階から対策を講じることが重要ですので、できるだけ

早期から検討するようにしてください。 
・ また、立地や周囲の環境により、配慮や対策の事項も違いますので、届出にはそれらを踏まえ、

なるべく詳細に記載するようにしてください。 
 
 イ 各項目について（詳細は記載例参照） 

（店舗・小売店について） 
・ 店舗名称が決まっていない場合は、計画名称、または設置後予定している名称（（仮称）も可）

を記載してください。 
・ 建物の住居番号がまだ付定されていない場合は、計画地の土地登記簿上の地番を記載してくださ

い。 
・ 届出時点では小売業者が未定の場合は、計画している販売物品の種類を記載してください（荷さ

ばき計画等の基礎となります）。 
（駐車場の設定等について） 
・ 駐車場の台数は、建物の設計への影響が想定されますので、お早めに相談してください。 

なお、新設の場合、基本的には指針値が適用となります。参考として、駐車場条例に基づく地域

ルールなどが適用となっている場合などは、その旨記載してください。 
・ 駐車場については敷地内が基本ですが、交通規制等に関連し隔地駐車場を確保する場合は、300

メートルの範囲内を目安に設定してください。 
（交通経路について） 
・ 交通経路については、警視庁の協議を踏まえ、記載してください。その際、住宅地、通学路、渋

滞が予想される場所など、配慮した事項や理由があれば併せて記載してください。 
（交通の対策について） 
・ 交通安全対策、交通渋滞対策は、十分に盛り込んでください。 
・ 開店時、繁忙期の対策などを、可能な限り記載してください。 
・ セットバックなど道路整備も併せて行われる場合は、その旨記載してください。 
（騒音の対策について） 
・ 予測地点は適切に設定してください。また予測地点の選定理由も明確にしてください。 
・ 騒音の予測結果が環境基準あるいは規制基準を超過した場合、騒音対策を記載してください。 

（参考）騒音対策の方法・考え方 
騒音の予測結果が基準値を超えた場合は、店舗の周辺環境への影響の多寡に関わらず、その事

実を踏まえた対策と真摯な対応が求められます。 
屋外にある騒音源から放射された騒音、屋内にある騒音源の壁などを透過して屋外に出た騒音

などに対しては、遮音壁を設置する、車両走行時のタイヤノイズを下げるための舗装にするなど

のハード対策は効果的な対策となります。 
しかし、そうした対策には限界があり、対策を講じることで、騒音レベルを下げる一定の効果

が得られますが、それでも、基準値を超過している場合は、騒音被害を生じる要因を考慮した運
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（騒音の対策について） 
・ 予測地点は適切に設定してください。また予測地点の選定理由も明確にしてください。 
・ 騒音の予測結果が環境基準あるいは規制基準を超過した場合、騒音対策を記載してください。 

（参考）騒音対策の方法・考え方 
騒音の予測結果が基準値を超えた場合は、店舗の周辺環境への影響の多寡に関わらず、その事

実を踏まえた対策と真摯な対応が求められます。 
屋外にある騒音源から放射された騒音、屋内にある騒音源の壁などを透過して屋外に出た騒音

などに対しては、遮音壁を設置する、車両走行時のタイヤノイズを下げるための舗装にするなど

のハード対策は効果的な対策となります。 
しかし、そうした対策には限界があり、対策を講じることで、騒音レベルを下げる一定の効果

が得られますが、それでも、基準値を超過している場合は、騒音被害を生じる要因を考慮した運
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新設（５条１項）

２

※
※

※

(1) 小売業を行う者の氏名又は名称 株式会社○○
(2) 住所又は所在地 東京都○○区○○○丁目○番○号
(3) 法人にあっては代表者の氏名 代表取締役  ○○  ○○
(4) 当該小売業者の店舗面積

３

４

５

※
※
※

(1)  駐車場の位置及び収容台数

・

・

※
※

位置  →  敷地内北側、店舗屋上、隔地など

特記事項

○，○○○㎡

№ 位 置 収容台数

すべての小売業者名を記載してください。
小売業者が複数ある場合は、「様式第１　別紙（小売業者一覧）」に全てを記載し、本欄に
は、「別紙（小売業者一覧）のとおり」と記載してください。

届出日から８か月後の同一の日の翌日以降の日付を記載してください。
当該店舗の開店予定の日を記載してください（小売業者ごとに開店の日が異なる場合
は、それらのうち一番早い予定日を記載）。

各施設の№は、配置図上に記載の番号を記載してください。
位置、種類は、記載例を参考に記載してください。

駐車場の種類
№○ ○○○○（p.○　図№○） ○○○台 ○○駐車場

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の
氏名

№○ ○○○○（p.○　図№○） ○○○台 ○○駐車場

小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計を記載してください。
小数点以下第１位を四捨五入してください。

※
※

駐車場の種類  →  平面駐車場、立体駐車場（自走式、機械式）、公共駐車場など

【記載例】
  届出○台のほかに、併設施設（シネマコンプレックス、飲食店）○台、業務用○台、施設
全体で○台の駐車場を設置します。

届出以外の併設施設や施設全体については、特記事項として記載してください。

合 計 ○○○台

【記載例】

届出の段階で未定の分については、決定後速やかに変更届出書を提出してください。

大規模小売店舗の新設をする日

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

○○年○○月○○日

○，○○○㎡

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

※

※

※

  東京都知事　殿

東京都
とうきょうと

○○区
く

○○一丁目
いっちょうめ

○番
ばん

○号
ごう

※
※
※
※

（届出担当者）

１

・ ○○マーケット○○店
てん

・ 東京都
とうきょうと

○○区
く

○○一丁目
いっちょうめ

○番
ばん

○号
ごう

※
※
※

※
※

※ 

＜記載例  新設【法５条１項】＞

受 理 年 月 日

受 理 番 号

備 考

  大規模小売店舗を新設するので、大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定により、下記のとおり届
け出ます。

記

名 称

所 在 地

大規模小売店舗新設届出書

○○年○○月○○日

所 属 部 署
担 当 者 名
電 話 番 号

代 表 者 名

○○株式会社
かぶしきがいしゃ

それ以外の場合は、計画地の土地登記簿上の地番を記載してください。

大規模小売店舗の名称及び所在地

土地が分筆登記されている場合、店舗部分の最も大きい部分を占める地番を記載し、地番の後
に「ほか」と記載してください。
丁目表記は漢数字で記載してください。
全てにふりがなを記載してください。

名 称

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

所 在 地

（設置者）

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

  ○○  ○○

○○部○○課
○○  ○○

法人の代表者の役職名は登記簿記載のとおり記載してください。
設置者の項目全てにふりがなを記載してください。
設置者が複数いる場合、連名での届出となりますので全員を記載してください。多数の場合は
「設置者一覧」を添付し、「別紙（設置者一覧）のとおり」と記載してください。

個人の場合は氏名、法人の場合は名称並びに代表者の役職及び氏名を記載してください。

所在地には、建物の住居番号が付定されている場合は、住居表示を記載してください。

様式第１（第４条関係）

この欄には記載しないでください。
届出の際、都で使用します。

新設（５条１項）
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新設（５条１項）

２

※
※

※

(1) 小売業を行う者の氏名又は名称 株式会社○○
(2) 住所又は所在地 東京都○○区○○○丁目○番○号
(3) 法人にあっては代表者の氏名 代表取締役  ○○  ○○
(4) 当該小売業者の店舗面積

３

４

５

※
※
※

(1)  駐車場の位置及び収容台数

・

・

※
※

位置  →  敷地内北側、店舗屋上、隔地など

特記事項

○，○○○㎡

№ 位 置 収容台数

すべての小売業者名を記載してください。
小売業者が複数ある場合は、「様式第１　別紙（小売業者一覧）」に全てを記載し、本欄に
は、「別紙（小売業者一覧）のとおり」と記載してください。

届出日から８か月後の同一の日の翌日以降の日付を記載してください。
当該店舗の開店予定の日を記載してください（小売業者ごとに開店の日が異なる場合
は、それらのうち一番早い予定日を記載）。

各施設の№は、配置図上に記載の番号を記載してください。
位置、種類は、記載例を参考に記載してください。

駐車場の種類
№○ ○○○○（図№○） 　　　○○○台 ○○駐車場

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の
氏名

№○ ○○○○（図№○） 　　　○○○台 ○○駐車場

小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計を記載してください。
小数点以下第１位を四捨五入してください。

※
※

駐車場の種類  →  平面駐車場、立体駐車場（自走式、機械式）、公共駐車場など

【記載例】
  届出○台のほかに、併設施設（シネマコンプレックス、飲食店）○台、業務用○台、施設
全体で○台の駐車場を設置します。

届出以外の併設施設や施設全体については、特記事項として記載してください。

合 計 ○○○台

【記載例】

届出の段階で未定の分については、決定後速やかに変更届出書を提出してください。

大規模小売店舗の新設をする日

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

○○年○○月○○日

○，○○○㎡

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

- 37 -
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新設（５条１項）

２

※
※

※

(1) 小売業を行う者の氏名又は名称 株式会社○○
(2) 住所又は所在地 東京都○○区○○○丁目○番○号
(3) 法人にあっては代表者の氏名 代表取締役  ○○  ○○
(4) 当該小売業者の店舗面積

３

４

５

※
※
※

(1)  駐車場の位置及び収容台数

・

・

※
※

位置  →  敷地内北側、店舗屋上、隔地など

特記事項

○，○○○㎡

№ 位 置 収容台数

すべての小売業者名を記載してください。
小売業者が複数ある場合は、「様式第１　別紙（小売業者一覧）」に全てを記載し、本欄に
は、「別紙（小売業者一覧）のとおり」と記載してください。

届出日から８か月後の同一の日の翌日以降の日付を記載してください。
当該店舗の開店予定の日を記載してください（小売業者ごとに開店の日が異なる場合
は、それらのうち一番早い予定日を記載）。

各施設の№は、配置図上に記載の番号を記載してください。
位置、種類は、記載例を参考に記載してください。

駐車場の種類
№○ ○○○○（p.○　図№○） ○○○台 ○○駐車場

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の
氏名

№○ ○○○○（p.○　図№○） ○○○台 ○○駐車場

小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計を記載してください。
小数点以下第１位を四捨五入してください。

※
※

駐車場の種類  →  平面駐車場、立体駐車場（自走式、機械式）、公共駐車場など

【記載例】
  届出○台のほかに、併設施設（シネマコンプレックス、飲食店）○台、業務用○台、施設
全体で○台の駐車場を設置します。

届出以外の併設施設や施設全体については、特記事項として記載してください。

合 計 ○○○台

【記載例】

届出の段階で未定の分については、決定後速やかに変更届出書を提出してください。

大規模小売店舗の新設をする日

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

○○年○○月○○日

○，○○○㎡

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

※

※

※

  東京都知事　殿

東京都
とうきょうと

○○区
く

○○一丁目
いっちょうめ

○番
ばん

○号
ごう

※
※
※
※

（届出担当者）

１

・ ○○マーケット○○店
てん

・ 東京都
とうきょうと

○○区
く

○○一丁目
いっちょうめ

○番
ばん

○号
ごう

※
※
※

※
※

※ 

＜記載例  新設【法５条１項】＞

受 理 年 月 日

受 理 番 号

備 考

  大規模小売店舗を新設するので、大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定により、下記のとおり届
け出ます。

記

名 称

所 在 地

大規模小売店舗新設届出書

○○年○○月○○日

所 属 部 署
担 当 者 名
電 話 番 号

代 表 者 名

○○株式会社
かぶしきがいしゃ

それ以外の場合は、計画地の土地登記簿上の地番を記載してください。

大規模小売店舗の名称及び所在地

土地が分筆登記されている場合、店舗部分の最も大きい部分を占める地番を記載し、地番の後
に「ほか」と記載してください。
丁目表記は漢数字で記載してください。
全てにふりがなを記載してください。

名 称

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号

所 在 地

（設置者）

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

  ○○  ○○

○○部○○課
○○  ○○

法人の代表者の役職名は登記簿記載のとおり記載してください。
設置者の項目全てにふりがなを記載してください。
設置者が複数いる場合、連名での届出となりますので全員を記載してください。多数の場合は
「設置者一覧」を添付し、「別紙（設置者一覧）のとおり」と記載してください。

個人の場合は氏名、法人の場合は名称並びに代表者の役職及び氏名を記載してください。

所在地には、建物の住居番号が付定されている場合は、住居表示を記載してください。

様式第１（第４条関係）

この欄には記載しないでください。
届出の際、都で使用します。

新設（５条１項）
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新設（５条１項）

２

※
※

※

(1) 小売業を行う者の氏名又は名称 株式会社○○
(2) 住所又は所在地 東京都○○区○○○丁目○番○号
(3) 法人にあっては代表者の氏名 代表取締役  ○○  ○○
(4) 当該小売業者の店舗面積

３

４

５

※
※
※

(1)  駐車場の位置及び収容台数

・

・

※
※

位置  →  敷地内北側、店舗屋上、隔地など

特記事項

○，○○○㎡

№ 位 置 収容台数

すべての小売業者名を記載してください。
小売業者が複数ある場合は、「様式第１　別紙（小売業者一覧）」に全てを記載し、本欄に
は、「別紙（小売業者一覧）のとおり」と記載してください。

届出日から８か月後の同一の日の翌日以降の日付を記載してください。
当該店舗の開店予定の日を記載してください（小売業者ごとに開店の日が異なる場合
は、それらのうち一番早い予定日を記載）。

各施設の№は、配置図上に記載の番号を記載してください。
位置、種類は、記載例を参考に記載してください。

駐車場の種類
№○ ○○○○（図№○） 　　　○○○台 ○○駐車場

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の
氏名

№○ ○○○○（図№○） 　　　○○○台 ○○駐車場

小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計を記載してください。
小数点以下第１位を四捨五入してください。

※
※

駐車場の種類  →  平面駐車場、立体駐車場（自走式、機械式）、公共駐車場など

【記載例】
  届出○台のほかに、併設施設（シネマコンプレックス、飲食店）○台、業務用○台、施設
全体で○台の駐車場を設置します。

届出以外の併設施設や施設全体については、特記事項として記載してください。

合 計 ○○○台

【記載例】

届出の段階で未定の分については、決定後速やかに変更届出書を提出してください。

大規模小売店舗の新設をする日

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

○○年○○月○○日

○，○○○㎡

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

- 37 -
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(2) 駐輪場の位置及び収容台数

・

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

容量算定根拠： 図No.○　廃棄物等保管施設詳細図のとおり

○○．○○○○㎥

【記載例】
  届出○㎡のほかに、併設施設○㎡、業務用○㎡、施設全体で○㎡の荷さばき施設を設置し
ます。

○○○○（図№○） 　　　○○○台

【記載例】
  上記廃棄物等保管施設は、併設施設（飲食店、サービス施設）の廃棄物等保管施設と共用
します。

○○．○○○○㎥
○○．○○㎥合 計

特記事項

廃棄物等保管施設の容器等の詳細図と、容器に基づき算定した保管容量の算出式を図面
等に記載してください。
各保管施設の容量は、小数点以下第５位を四捨五入し、小数点以下第４位まで記載して
ください

ださい

№○ ○○○○（図№○） 　　　○○○台

№○ ○○（図№○）
№○ ○○（図№○）

合 計

特記事項

№ 位 置

№○

面積
○○．○○㎡
○○．○○㎡
○○．○○㎡

○○㎡

№○

容量
○○．○○○○㎥

合 計 ○○○台

特記事項

【記載例】
  駐輪場は併設施設分と共用します。届出○台のほかに、従業員用○台、施設全体で○台の
駐輪場を設置します。

位置  →  敷地内南側、店舗地下１階、隔地など

№

○○○（図№○）

【記載例】
  自動二輪車の駐車場を別途○台分設置します。

【記載例】

合計値は、小数点以下第１位を四捨五入してください。※

※

※

合計値は、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位まで記載してく 。※

位 置 収容台数

№ 位 置
№○ ○○○（図№○）
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(2) 駐輪場の位置及び収容台数

・

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

容量算定根拠： 図No.○　廃棄物保管施設詳細図のとおり

○○．○○○○㎥

【記載例】
  届出○㎡のほかに、併設施設○㎡、業務用○㎡、施設全体で○㎡の荷さばき施設を設置し
ます。

○○○○（図№○） 　　　○○○台

【記載例】
  上記廃棄物等保管施設は、併設施設（飲食店、サービス施設）の廃棄物等保管施設と共用
します。

○○．○○○○㎥
○○．○○㎥合 計

特記事項

廃棄物保管施設の容器等の詳細図と、容器に基づき算定した保管容量の算出式を図面等
に記載してください。
合計値は、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位まで記載してください。

№○ ○○○○（図№○） 　　　○○○台

№○ ○○（図№○）
№○ ○○（図№○）

合 計

特記事項

№ 位 置

№○

面積
○○．○○㎡
○○．○○㎡
○○．○○㎡

○○㎡

№○

容量
○○．○○○○㎥

合 計 ○○○台

特記事項

【記載例】
  駐輪場は併設施設分と共用します。届出○台のほかに、従業員用○台、施設全体で○台の
駐輪場を設置します。

位置  →  敷地内南側、店舗地下１階、隔地など

№

○○○（図№○）

【記載例】
  自動二輪車の駐車場を別途○台分設置します。

【記載例】

合計値は、小数点以下第１位を四捨五入してください。※

※

※

位 置 収容台数

№ 位 置
№○ ○○○（図№○）
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６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

・

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

○○○○（図№○）
№○ 出入口№2、出口№2 ○○○○（図№○）

出入口の数は、出入口等の№を記載し、合計欄に箇所数を記載してください。

駐車場の№を記載してください（配置図記載の№と同じ）。
駐車場ごとに駐車可能時間帯が異なる場合は、それぞれについて記載してください。

○○○○（図№○）

位置  →  敷地南側、敷地北西側、隔地など

位 置
№○ 入口№1、出口№1

№○
№○

№○ 出入口№1

開店時刻 午前○時○○分
閉店時刻 午後○時○○分

№○

年末年始やセール期間、夏季等に開店時刻の繰上げ又は閉店時刻の繰下げを行う場合
は、「午前○時○分（ただし年間○日は午前○時○分）」等と記載してください。

小売業者が複数ある場合は、「別紙（小売業者一覧）のとおり」と記載してください。

【記載例】

荷さばき施設の№を記載してください（配置図記載の№と同じ）。
施設が複数で、荷さばき可能時間帯が異なる場合は、それぞれ記載してください。※

駐車可能時間帯
午前○時○○分～午後○時○○分
午前○時○○分～午後○時○○分

荷さばき可能時間帯
午前○時○○分～午後○時○○分
午前○時○○分～午後○時○○分

※ 駐車場の№を記載してください（配置図記載の№と同じ）。

合計 5箇所

№

№○

※

№

№

出入口の数

※

※
※

※
※
※

別紙の場合で複数の営業時間がある場合、公告は「○○ほか」と表記します。

新設（５条１項）
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(2) 駐輪場の位置及び収容台数

・

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

容量算定根拠： 図No.○　廃棄物等保管施設詳細図のとおり

○○．○○○○㎥

【記載例】
  届出○㎡のほかに、併設施設○㎡、業務用○㎡、施設全体で○㎡の荷さばき施設を設置し
ます。

○○○○（図№○） 　　　○○○台

【記載例】
  上記廃棄物等保管施設は、併設施設（飲食店、サービス施設）の廃棄物等保管施設と共用
します。

○○．○○○○㎥
○○．○○㎥合 計

特記事項

廃棄物等保管施設の容器等の詳細図と、容器に基づき算定した保管容量の算出式を図面
等に記載してください。
各保管施設の容量は、小数点以下第５位を四捨五入し、小数点以下第４位まで記載して
ください

ださい

№○ ○○○○（図№○） 　　　○○○台

№○ ○○（図№○）
№○ ○○（図№○）

合 計

特記事項

№ 位 置

№○

面積
○○．○○㎡
○○．○○㎡
○○．○○㎡

○○㎡

№○

容量
○○．○○○○㎥

合 計 ○○○台

特記事項

【記載例】
  駐輪場は併設施設分と共用します。届出○台のほかに、従業員用○台、施設全体で○台の
駐輪場を設置します。

位置  →  敷地内南側、店舗地下１階、隔地など

№

○○○（図№○）

【記載例】
  自動二輪車の駐車場を別途○台分設置します。

【記載例】

合計値は、小数点以下第１位を四捨五入してください。※

※

※

合計値は、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位まで記載してく 。※

位 置 収容台数

№ 位 置
№○ ○○○（図№○）
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様式第１　別紙（小売業者一覧）

※

※
※

※
※

３Ｆ

店舗面積はテナントの面積のみを記載してください。
共通通路部分は含みませんので、小売業者の店舗面積と届出店舗面積が一致しない場合があり
ますが、その場合は、その旨を欄外に記載してください。

同一小売業者で売場等が異なる場合は、番号欄に枝番を使用してください。

Ｂ１

同上 衣料品

午前0時00分

株式会社○○
代表取締役
○○  ○○

東京都○区○
○丁目○番○号

衣料品 1,800㎡ 午前10時00分 午後9時00分

午前9時00分未定

未定 生活雑貨 200㎡ 午前10時00分

３Ｆ 未定

店舗面積はテナントの面積のみです。共通通路部分は含みませんので、小売業者の店舗面積と立
地法届出店舗面積は一致しません。

1 Ｂ１ 株式会社○○
代表取締役
○○  ○○

東京都○区○
○丁目○番○号

食料品

翌午前1時00分

2社（名）
ほか未定

店舗面積
合計

6,800㎡

2

１Ｆ3-1

２Ｆ3-2

4

３Ｆ5

小売業者数
合計

ＣＤ・楽器 600㎡ 午前10時00分 午後9時00分

 

6

24時間

設置階 氏名（名称）
法人の場合
代表者氏名

住所（所在地） 開店時刻 閉店時刻

未定 書籍 500㎡

生活雑貨 1,300㎡

午前10時00分 午後9時00分

小売業者が未定の場合でも、計画している販売物品の種類を記載してください。

900㎡

番号

午前10時00分 午後9時00分同上 同上

1,500㎡

主として販
売する物品

店舗面積

新設（５条１項）
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大規模小売店舗立地法に基づく書類

１ 法人にあってはその登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

届出書（正本のみ）に添付

２ 主として販売する物品の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※

３

(1) 建物配置図　 　（　図№○）

(2) 各階平面図　　 （図№○～○）

４ 大規模小売店舗の立地環境

(1) 計画地の周辺環境

※ 計画地は、○○地区再開発地域で、○年○月都市計画決定を受けている。

※
※
※
※

(2) 用途地域
○○地域（○○%）、○○地域（○○%）

(3) 最寄り駅からの距離
○○線「○○駅」から○○ｍ 

※

用途地域の正式名称、その割合を記載してください。
複数の用途地域がまたがる場合は、それぞれの割合を記載してください。

※
※

最寄り駅の改札から店舗の敷地を結んだ地図上の水平直線距離を記載してください（必
要駐車場台数の計算の基礎になりますので、正確に記載してください）。

Ⅰ　添　　付　　書　　類

個人の場合はP30を参照してください。

 「Ⅱ－１　添付図面」を参照してください。

  計画地は、○○線「○○駅」の南約○ｍに位置しています。
  東側は、都道○○号（○○通り）を挟んで低層住居が立地しています。
  西側は、都道○○号（○○通り）を挟んで事業所及び商業施設が立地しています。

【規則第４条第１項第２号】

※

※

※  「Ⅱ－１　添付図面」を参照してください。

計画地の周辺の道路状況、周辺の立地などを簡潔に記載してください。
特に、商業集積地か、住宅地の立地かが明確に分かるように示してください。
再開発事業などの場合は、特記事項として、経過等を簡潔に記載してください。

【記載例】

【規則第４条第１項第３号】

  南側は、病院が隣接しています。
  北側は、都道○○号（○○街道）を挟んでマンション及び駐車場が立地しています。

最寄駅からの方向及び距離を記載してください。

建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

【規則第４条第１項第１号】

小売業者が複数ある場合は、「別紙（小売業者一覧）のとおり」と記載してください。

新設（５条１項）
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大規模小売店舗立地法に基づく書類

１ 法人にあってはその登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

届出書（正本のみ）に添付　又は　登記情報連携システムにて確認のため省略

２ 主として販売する物品の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※

３

(1) 建物配置図　 　（　図№○）

(2) 各階平面図　　 （図№○～○）

４ 大規模小売店舗の立地環境

(1) 計画地の周辺環境

※ 計画地は、○○地区再開発地域で、○年○月都市計画決定を受けている。

※
※
※
※

(2) 用途地域
○○地域（○○%）、○○地域（○○%）

(3) 最寄り駅からの距離
○○線「○○駅」から○○ｍ 

※

用途地域の正式名称、その割合を記載してください。
複数の用途地域がまたがる場合は、それぞれの割合を記載してください。

※
※

最寄り駅の改札から店舗の敷地を結んだ地図上の水平直線距離を記載してください（必
要駐車場台数の計算の基礎になりますので、正確に記載してください）。

Ⅰ　添　　付　　書　　類

個人の場合はP30を参照してください。

 「Ⅱ－１　添付図面」を参照してください。

  計画地は、○○線「○○駅」の南約○ｍに位置しています。
  東側は、都道○○号（○○通り）を挟んで低層住居が立地しています。
  西側は、都道○○号（○○通り）を挟んで事業所及び商業施設が立地しています。

【規則第４条第１項第２号】

※

※

※  「Ⅱ－１　添付図面」を参照してください。

計画地の周辺の道路状況、周辺の立地などを簡潔に記載してください。
特に、商業集積地か、住宅地の立地かが明確に分かるように示してください。
再開発事業などの場合は、特記事項として、経過等を簡潔に記載してください。

【記載例】

【規則第４条第１項第３号】

  南側は、病院が隣接しています。
  北側は、都道○○号（○○街道）を挟んでマンション及び駐車場が立地しています。

最寄駅からの方向及び距離を記載してください。

建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

【規則第４条第１項第１号】

小売業者が複数ある場合は、「別紙（小売業者一覧）のとおり」と記載してください。

新設（５条１項）

- 41 -

５

-

１




